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６－２ 損傷の進行が緩やかな道路等（分類Ｃ、Ｄ） 

（１）点検の方法 

 

【補足】 
 損傷の進行が緩やかな道路等はストック量も多いため、対象道路を何年で一巡して点検

とするような点検計画を立案することとした。何年で一巡するかについては、管内の管理実

績等を踏まえ設定することが考えられる。管理実績等が不明な場合等は、「付録－３ 大型

車交通量毎の劣化特性の分析例」を参照するとよい。なお、点検間隔が長期となる場合は、

巡視の機会等で得た情報により補完することが望ましい。 
 点検の実施に際しては、損傷の進行が早い道路等と同様に舗装の基本諸元を事前に整理

しておくことが望ましい。 
損傷の進行が緩やかな道路等以下に相当する道路の管理基準は、ひび割れ率２０～４

０％、わだち掘れ量２０～４０ｍｍ等の事例があるとともに、各種指標を総合的に評価して

いるケースも存在するが、各道路管理者が道路の特性等に応じて適切に設定する。 

点検手法は、目視又は機器を用いた手法等、適切な手法により舗装の状態を把握する。車

上からの目視による方法や、路面性状測定車による方法、簡易な機器による方法等が考えら

れる。車上からの目視での点検が困難な場合は、降車して目視するなど、他の手法との併用

を行う。 
  

点検の方法は以下を基本とする。 

① 点検計画の立案 

   道路の総延長を考慮し、更新時期や地域特性等に応じて道路管理者が適切に点

検計画を策定する。点検計画では、各年次における点検路線（又はエリア）を設

定するなど、対象路線をどのように網羅して点検していくかを計画する。 

② 点検手法 

   各道路の特性等を踏まえ、道路管理者が適切に管理基準を設定し、目視又は機

器を用いた手法等、道路管理者が設定する適切な手法により舗装の状態を把握す

る。 
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（２）健全性の診断 

 

【補足】 

 診断による舗装状態の判定は、点検で得られた情報により、各道路管理者が設定している

管理基準に照らし路盤の保護の観点で適切になされるものであるが、大きくは、以下の３区

分に分類される。なお、判定にあたり、点検計画に基づく点検で得られる情報の他、巡視や

住民通報に応じた対応等で得る情報も活用する。 
 

区分 状態 

Ⅰ 健全 損傷レベル小：管理基準に照らし、劣化の程度が小さく、

舗装表面が健全な状態である。 

Ⅱ 表層機能保持段階 損傷レベル中：管理基準に照らし、劣化の程度が中程度

である。 

Ⅲ 修繕段階 損傷レベル大：管理基準に照らし、それを超過している

又は早期の超過が予見される状態である。 

 
なお、目視で判断する場合は、「付録－４ 損傷評価の例 【損傷の進行が緩やかな道路

等のアスファルト舗装】」を参照するとよい。  

道路管理者が設定した管理基準に照らし、点検で得られる情報により、適切に診断す

る。 
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（３）措置 

 

【補足】 

点検・診断の結果に基づいて、道路管理者が総合的に検討し必要な措置を実施する。措置

の例としては、損傷の進行が早い道路等の措置を参考にするとよい。なお、点検計画に基づ

く点検が一巡しない道路において、巡視や住民通報に応じた対応等で舗装の診断区分Ⅱ、Ⅲ

相当の損傷という情報を把握し措置することも考えられる。 

 また、損傷の進行が緩やかな道路等の場合も、繰り返し修繕や補修を実施している区間や、

当初の設計交通量よりも著しく交通量が増加し路盤の損傷が進行している区間が存在する

場合がある。これらの区間においては、詳細調査を実施して表層等の状態及び路盤以下の状

態を確認し、修繕後は表層がより長持ちすることが出来るような修繕設計、修繕工法を導入

して路盤を含めた舗装打換え措置等の修繕を実施することが望ましい。 
  

健全性の診断に基づき、舗装の修繕が効率的に実施されるよう、必要な措置を講ずる。 
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（４）記録 

 
【補足】 
点検、診断、措置の結果は、次回の修繕を検討する際に貴重な情報となるものであり、当

該舗装が供用されている期間は保存することとした。 
 なお、記録する単位（延長等）は道路の特性等に応じて、道路管理者が適切に設定するこ

ととする。 
 
  

点検、診断、措置の結果を記録し、当該舗装が供用されている期間はこれを保存する。 
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（参考）メンテナンスサイクルのフロー 

 
 
 
  

点検計画に沿って路面の
状況を確認、診断

巡視や通
報で把握
した損傷
状況

記録

点検計画の策定

Ⅲ（損傷
レベル
大）

Ⅰ（損傷
レベル
小）

Ⅱ（損傷
レベル
中）

損傷に応じた
適切な措置


